
遊休農地を解消して営農をしたい 

 

事 業 名 遊休農地解消対策事業 

分  類 【農地・基盤整備】 

事業要旨 
担い手への農地の集積・集約化を促進するため、農地中間管理機構が遊休農地を借り

受け、解消するために必要となる経費を支援します。 

 

事業概要 

〔事業主体（事業対象）〕 

茨城県農地中間管理機構、市町村 

 

〔事業内容〕 

遊休農地を解消し、営農するために行う簡易な整備を支援します。 

 

〔補助要件等〕 

（１）地域計画の目標地図において、受け手（担い手）が位置付けられていない 

１号遊休農地（緑区分）であること。 

 （２）機構が 10年以上の農地中間管理権を設定すること。 

（３）機構が遊休農地を借り受け、解消した年度の翌年度までに担い手への貸付け等

が見込まれること。 

   ※所有者不明農地は対象外 

   ※農地の規模は１ha未満を想定 

 

〔対象経費〕 

草刈り、除礫、抜根、整地等に必要な資材費、機械工費、委託料、労務費及びその他

必要と認められる経費 

※畦畔除去、暗渠設置、区画整理等は対象外 

 伐根について、農業生産を目的に新植・改植された樹木は対象外 

 

〔補助限度額・補助率〕 

定額 上限 183千円/10a （整備全体に対する交付額） 

※ 整備費が交付額を超えた場合は、出し手（所有者）又は受け手からの徴収 

 

問合せ先 
◆農業経営課 基盤強化Ｇ TEL：029-301-3833 

◆（公社）茨城県農林振興公社 農地中間管理事業部 TEL：029-350-8687 
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農地を貸出したい（農地を貸す方等への支援） 

 

事 業 名 農地集積総合支援事業【農地集約化促進事業（旧機構集積協力金交付事業）】 

分  類 【農地・基盤整備】 

事業要旨 
農地中間管理機構を活用し、農地の集積・集約化等（団地化等）に取り組む地域を支

援します。 

事業概要 〔事業主体（事業対象）〕 

市町村 

〔事業内容〕 

 農地中間管理機構を通じた貸借等により、農地の集約化等（団地化等）に取り組む

地域に対し、支援金を交付する。 

〔補助要件等〕 

事業実施年度の前年度の２⽉末から事業実施年度から起算して５年目の年度（集約
化目標年度）までに以下のいずれかの要件を満たすこと。 

１ 集約化加速タイプ（旧集約化奨励金） 

（１）基本タイプ 
・①地域の農地面積に占める団地面積が 10%以上増加すること 
・②地域の農地⾯積に占める団地⾯積が 20%以上増加すること 
・③団地⾯積の割合が 30％以上の「地域」において団地⼜は独⽴する１筆のほ場

の平均⾯積が 1.5倍以上となること 
【交付単価】 

   ・①：1.0万円/10a 、②・③：3.0万円/10a 
（２）大規模集約タイプ 

・上記 1.（１）①～③と同等 
・当該団地を耕作する者の経営規模が 15ha以上であること（中⼭間地域は 7.5ha、
樹園地は２ha） 

・当該団地を耕作する者の１団地の⾯積が５ha以上であること 
【交付単価】 

   ・5.0万円/10a 
（３）誘致団地創出タイプ 

・受け⼿不在農地等を団地化し誘致団地を形成すること 
・誘致団地に関連する農地について、10年以上の中間管理権を設定すること 
・集約化⽬標年度までに形成した誘致団地を新たな担い⼿に転貸すること 
【交付単価】 

   ・5.0万円/10a 

２ 地域集約化実現タイプ（旧地域集積協力金） 

・目標地図内の農地⾯積に占める目標地図における同⼀の耕作者耕作する１ha
以上の団地⾯積の割合が５割以上であること 

・農地バンクの活⽤率が⼀定割合以上であること  
（①一般地域：80％超 ②中山間地域：60%超 80%以下、80%超） 
【交付単価】 

   ・2.0万円/10a～2.6万円/10a 
 

 

 

問合せ先 

 

◆農業経営課 基盤強化Ｇ   TEL：029-301-3833 

◆最寄りの農林事務所 企画調整部門 企画調整課 

県北 0294-80-3301 県央 029-221-3012 鹿行 0291-33-6285 

県南 029-822-7083 県西 0296-24-9164   
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農地の耕作条件の改善や農業用用排水施設の長寿命化を図りたい 

 

事 業 名 耕作条件改善事業 

分  類 【農地・基盤整備】 

事業要旨 
農地中間管理機構を活用した担い手への農地の集積・集約化及び高収益作物への転換

を図るための耕作条件の改善や、農業用用排水施設の長寿命化の取組等を支援します。 

 

事業概要 

〔事業主体（事業対象）〕 

 市町村、土地改良区、農業協同組合、農地中間管理機構、農業法人 等 

〔事業内容〕 

(１)農地耕作条件改善事業 

・定額助成 区画拡大、暗渠排水、水路等の更新整備等 

・定率助成 農業用用排水施設、暗渠排水、区画整理、農作業道、農地造成、 

管理省力化支援等 

(２)農業基盤整備促進事業 

・（１）と同様 

(３)農業水路等長寿命化・防災減災事業 

・定率助成 農業用用排水施設の新設、廃止、又は変更 

(４)水利施設等保全高度化事業（簡易整備型） 

・定率助成 農業用用排水施設の新設、廃止、又は変更 

（５）畑作等促進整備事業 

・定額助成 区画拡大 暗渠排水、湧水処理、末端畑地かんがい施設等 

・定率助成 農業用用排水施設、暗渠排水、土層改良、調査調整等 

〔補助要件等〕 

(１)地域計画を策定した区域（農地耕作条件改善事業）、農用地区域内の区域（農 

業水路等長寿命化・防災減災事業）等 

(２)総事業費 200万円以上 

(３)受益者数が２者以上 

(４)受益面積が５ha以上（農業基盤整備促進事業及び水利施設等保全高度化事 

業（簡易整備型）のみ） 

〔対象経費〕 

整備に要した費用 

〔補助限度額・補助率〕 

〇定額助成 

・助成単価は、事業種類、現場条件、施工条件等に応じ変動、事業費の 1/2相当 

〇定率助成……国 50％（６法指定地域等 55％）、県 14％（農地耕作条件改善事業水

田貯留機能向上型 21％%）等 

 

問合せ先 

◆農村計画課 農村総合計画Ｇ TEL：029-301-4155 

◆最寄りの農林事務所 土地改良部門または土地改良事務所 

 農林事務所土地改良部門 土地改良事務所 

県北 （常陸太田）：0294-80-3350 高  萩：0293-22-2379 

県央 （水  戸）：029-221-6636  

鹿行 （鉾  田）：0291-33-4120  

県南 （土  浦）：029-822-5045 稲  敷：029-892-2411 

県西 （筑  西）：0296-24-9246   境  ：0280-87-0822 
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畦畔除去等の簡易な整備により農地の大区画化を図りたい 

 

事 業 名 大区画化等加速化支援事業 

分  類 【農地・基盤整備】 

事業要旨 
生産性の向上を図るため、法人等の農業者が自ら行う畦畔除去等の簡易整備による農

地の大区画化等の取組を支援します。 

 

事業概要 

〔事業主体（事業対象）〕 

農業者 等 

 

〔事業内容〕 

農用地の区画拡大、暗渠排水、湧水処理、客土 等 

 

〔補助要件等〕 

農振農用地区域のうち地域計画の策定区域であること。 

農用地の区画拡大を実施すること。 

 

〔対象経費〕 

整備に要した費用 

 

〔補助限度額・補助率〕 

定額助成（区画拡大７万円/10a、暗渠排水 18 万円/10a 等、工種や対象の面積、延

長に応じて助成額は異なる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

◆茨城県大区画化等推進協議会（事務局） 

農村計画課 農村総合計画Ｇ  TEL：029-301-4155 

茨城県土地改良事業団体連合会 TEL：029-225-5651 

 

◆最寄りの農林事務所 土地改良部門または土地改良事務所 

 農林事務所土地改良部門 土地改良事務所 

県北 （常陸太田）：0294-80-3350 高  萩：0293-22-2379 

県央 （水  戸）：029-221-6636  

鹿行 （鉾  田）：0291-33-4120  

県南 （土  浦）：029-822-5045 稲  敷：029-892-2411 

県西 （筑  西）：0296-24-9246   境  ：0280-87-0822 

 

◆各市町村 土地改良事業関係課 
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地域共同で農地・農業用水や地域環境を守りたい 

 

事 業 名 多面的機能支払交付金 

分  類 【農地・基盤整備】 

事業要旨 
地域共同で行う地域資源（農地、水路、農道等）の基礎的保全管理、質的向上を図る

共同活動、施設の長寿命化を図る活動に対し支援します。 

 

事業概要 

１ 農地維持支払交付金 
〔事業主体〕「農業者のみ」又は「農業者及び地域住民等」で構成された活動組織 
〔事業対象〕農業者、新規就農者、農業者組織 
〔事業内容〕 
農用地、水路、農道及びため池等などの保全管理 
（草刈、泥上げ、施設の適正管理） 

〔対象経費〕 
・日当（活動参加者に対して支払う日当） 
・購入・リース費（資材の購入費、機械等の借り上げ費等） など 

〔補助限度額・補助率〕 
・交付単価：田 3,000円/10a 畑 2,000円/10a 草地 240円/10a 
・補 助 率：国・県・市町村＝(1/2・1/4）・1/4 

 

２ 資源向上支払交付金 
(１)共同活動 
〔事業主体〕「農業者及び地域住民等」で構成された活動組織 
〔事業対象〕農業者、新規就農者、農業者組織 
〔事業内容〕 
施設の軽微な補修、生態系保全、景観形成などの地域資源の質的向上活動 

〔対象経費〕 
・日当（活動参加者に対して支払う日当） 
・購入・リース費（生態系保全の活動の資材、機械等の借り上げ費等） 

〔補助限度額・補助率〕 
・交付単価：田 2,400円/10a 畑 1,440円/10a 草地 240円/10a 
※多面的機能の増進を図る活動に取組まない場合は、5/6を乗じた単価 
※共同活動を５年間以上実施、又は農地維持、共同活動、長寿命化に取り組む場合
には、共同活動の交付単価は 75% 

※要件に応じて、加算措置あり 
・補 助 率：国・県・市町村＝(1/2・1/4）・1/4 

(２)長寿命化 
〔事業主体〕 
「農業者のみ」又は「農業者及び地域住民等」で構成された活動組織 

〔事業対象〕 
農業者、新規就農者、農業者組織 

〔事業内容〕 
老朽化が進む水路、農道、ため池等の補修、更新等 

〔対象経費〕 
・日当（活動参加者に対して支払う日当） 
・購入・リース費（資材の購入費、機械等の借り上げ費等） 
・委託費（建設業者への外注費等） など 

〔補助限度額・補助率〕 
・交付単価：田 4,400円/10a 畑 2,000円/10a 草地 400円/10a 
・補 助 率：国・県・市町村＝（1/2・1/4）・1/4 

問合せ先 ◆農地整備課 農村環境農道Ｇ TEL：029-301-4259 
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農村の生活環境を改善したい 

 

事 業 名 農業集落排水施設接続支援事業（森林湖沼環境税活用） 

分  類 【農地・基盤整備】 

事業要旨 
湖沼（霞ヶ浦、涸沼、牛久沼）の公共用水域の水質保全のため、市町村の農業集落排

水施設の接続率向上に向けた取組に対し支援します。 

 

事業概要 

〔事業主体〕 

 市町村 

 

〔事業対象〕 

地方公共団体 

 

〔事業内容〕 

 霞ヶ浦、涸沼、牛久沼の湖沼流域において、農業集落排水施設への接続補助を 

 行う市町村に対し、補助金を交付します。 

  ※事業期間は平成 20年度～令和８年度 

 

〔補助要件等〕 

霞ヶ浦、涸沼、牛久沼流域内で、農業集落排水施設の供用開始後３年以内の接続。さ

らに霞ヶ浦流域限定で、供用開始後４年目以降も対象。 

          

〔対象経費〕 

 受益者が農業集落排水施設への接続に要した経費のうち、市町村が補助した額の一部 

 

〔補助限度額・補助率〕 

 ・市町村が交付する額の 1/2以内（１戸当たり２万円を限度） 

・さらに霞ヶ浦流域限定で、「65歳以上または 18歳未満の者がいる世帯」のうち課 

税対象所得の合計が 348万円以下の世帯に対し、接続工事費を最大 31万円補助 

・ただし、財政力指数が 1.0以上の市町村は、交付率を 90％ 

 

問合せ先 
◆お住まいの市町村 農業集落排水施設担当課 

◆農地整備課 農村環境農道Ｇ TEL：029-301-4259 
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畑地かんがいを活用した営農をしたい 

 

事 業 名 畑地かんがい営農確立普及事業 

分  類 【農地・基盤整備】 

事業要旨 
実証試験結果等により畑かん効果の普及啓発を行い、用水を活用した収益性の高い安

定的な畑かん営農を地域に確立させ、農業生産性の向上などを図ります。 

 

事業概要 

〔事業主体〕県（各農林事務所土地改良部門） 

 

〔事業対象〕農業者組織、農協・協議会・公社等、地方公共団体 

 

〔事業内容〕 

(１)畑地かんがい活用新規作物導入実践事業 

畑地かんがいを活用した簡易な実証ほ場を設置し、かん水効果の期待できる高収

益作物の導入を検討します。 

(２)畑地かんがい営農技術実証ほ場整備事業 

畑かん施設を整備した実証ほ場を設置し、省力化と高収益作物の導入に向けた水

利用技術・作物栽培管理技術の確立を図ります。 

(３)畑地かんがい営農普及推進事業 

畑地かんがいを活用した｢実証ほ場｣の結果から効果等を検証し、現地研修会や見

学会等を通じて畑地かんがい効果のＰＲを行います。 

 

〔実施概要及び利用方法〕 

(１)実証ほ場の設置・運営：年４箇所程度（上記(１)、(２)に対応） 

実証ほ場の設置希望者は、最寄りの農林事務所土地改良部門に問合せをお願い 

します。 

(２)現地研修会及び見学会：随時（上記(３)に対応） 

実証ほ場の現地研修等の希望者は、最寄りの農林事務所土地改良部門に問合せを

お願いします。 

 

〔対象経費〕 

(１)実証ほ場の設置及び運営費用等（畑地かんがい資材及び管理手当） 

（上記(１)に対応） 

(２)効果調査及び資料作成費用等（作成した啓発資料は希望者に無料配布） 

（上記（２）に対応） 

 

〔その他〕 

畑地かんがいの効果等を示したＰＲ用 DVD（平成 27年度作製）の貸出が可能です。貸

出しを希望される方は下記に問合せをお願いします。 

問合せ先 

◆農地整備課 国営事業推進室 TEL:029-301-4241 

◆最寄りの農林事務所 土地改良部門 事業調整課 

県北 0294-80-3350 県央 029-221-6636 鹿行 0291-33-4120 

県南 029-822-5045 県西 0296-24-9241   

県央農林事務所 土地改良部門 那珂川沿岸農業水利事業推進課 

 TEL：029-224-3410 

県西農林事務所 土地改良部門 霞ヶ浦用水推進課 

 TEL：0296-24-9246 
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水田を畑地化して、稲作営農から野菜などの高収益作物営農へ転換したい 

 

事 業 名 水田畑地化推進事業 

分  類 【農地・基盤整備】 

事業要旨 
米中心の営農から野菜など高収益作物中心の営農へ転換するため、水田を畑地化し、

農家の収益性を向上させることを目的としています。 

 

事業概要 

〔事業主体〕 

市町村、土地改良区、農業協同組合、農業法人など 

 

〔事業対象〕 

 農業者組織、農協・協議会・公社等、地方公共団体、その他 

 

〔事業内容〕 

水田を畑地化するために必要な基盤整備事業及び、それを実施するために必要な関

係農家や関係機関との調査・調整活動の支援を行います。 

 

〔補助要件等〕 

(１)水田受益面積１ha以上 20ha未満かつ、地権者が２名以上。 

(２)水田を畑地化すること。 

(３)事業計画書及び、営農計画書等を作成すること。 

(４)事業が完了した翌年度から５年間、営農計画書に定めた高収益作物を作付けし、

営農すること。 

また、その５年間は毎年度、実施状況報告書に収量や販売額などを記入し、提出

すること。 

 

〔対象経費〕 

(１)畑地化基盤整備事業 

   用排水施設整備、暗渠排水、客土、畦畔除去などの工事費 

(２)畑地化調査・調整事業 

事業を実施する事業主体が行うものであり、土地利用・作付け・水利用調整にか

かる関係農家の意向調査活動や、関係機関との調査活動に必要な調査・調整費 

 

〔補助限度額・補助率〕 

(１)畑地化基盤整備事業  ： 事業費の 62.5％以内 

(２)畑地化調査・調整事業 ： 事業費の 50％以内 

 

問合せ先 

◆農地整備課 国営事業推進室 TEL：029-301-4241 

◆最寄りの農林事務所 土地改良部門または土地改良事務所 

農林事務所土地改良部門  土地改良事務所 

県北（常陸太田）：0294-80-3350 高  萩：0293-22-2379 

県央（水  戸）：029-221-6636  

鹿行（鉾  田）：0291-33-4120  

県南（土  浦）：029-822-5045 稲  敷：029-892-2411 

県西（筑  西）：0296-24-9241   境  ：0280-87-0822 
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生産条件が不利な地域での営農を支援したい 

 

事 業 名 中山間地域農業基盤整備促進事業 

分  類 【農地・基盤整備】 

事業要旨 

中山間地域において、水田から畑地への転換等のための簡易な基盤整備を行うことに

よって、地域の活性化を図るとともに、意欲のある農業者を育成することを目的として

います。 

 

事業概要 

〔事業主体〕 

市町、土地改良区、農業協同組合、その他適当と認める団体 

 

〔事業対象〕 

 農業者組織、農協・協議会・公社等、地方公共団体、その他 

 

〔事業内容〕 

生産条件が不利な中山間地域において、水田から畑地への転換等のために行う簡易な

基盤整備を支援します。 

①畦畔除去：農用地等の区画形質の変更（簡易な段差修正、整地等を含む） 

②暗渠排水：地形に応じた暗渠の新設若しくは変更又は心土破壊（浅層・補助暗渠を

含む） 

③客  土：地形に応じた客土（混層耕を含む）又は、これと一体的に実施する酸性

土壌改良資材、リン酸資材及び有機質資材の投入等 

④用排水路：農業用用排水施設の新設、廃止、変更、補修 

⑤進 入 路：進入路の新設、廃止、変更、補修 

⑥耕作放棄地解消：耕作放棄地の解消（障害物の除去、除礫、深耕、整地、                     

侵入防止柵の設置等） 

⑦電 牧 柵：電牧柵 

⑧鳥獣害防止柵：鳥獣害防止柵 

⑨特認事項：上記以外で県が適当と認めるもの  など 

 

〔補助要件等〕 

(１)中山間地域等直接支払交付金の対象地域で、農地面積が１ha 未満かつ地権者が

２名以上であること。 

(２)水田から畑への転換等を図ること。 

 

〔補助限度額・補助率〕 

事業費の 62.5％以内 

 

問合せ先 ◆農地整備課 農村環境農道Ｇ TEL：029-301-4259 
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水田や畑を整備したい、古くなった土地改良施設を直したい 

 

事 業 名 県単土地改良事業 

分  類 【農地・基盤整備】 

事業要旨 
田畑の整備や老朽化した土地改良施設の改修などにより、営農の効率化と農業の振興

を図ります。 

 

事業概要 

〔事業主体（事業対象）〕 

市町村、土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合など 

 

〔事業内容〕 

国補事業の対象とならない小規模な土地改良事業に対する補助 

 

〔補助要件等〕 

(１)一般地帯型（受益面積５～20ha） 

(２)山間急傾斜地帯型(受益面積１～20ha) 

(３)１地区当たりの事業費 20万円以上 

 

〔対象経費〕整備に要した費用 

 

〔補助限度額・補助率〕 

(１)一般地帯型：事業費の 37.5％以内（水田のほ場整備 40％以内、強靭化対策・省

エネ対策 50％以内） 

  区画整理、農地造成、用排水施設、暗渠排水、客土、農道等 

(２)山間急傾斜地帯型：事業費の 47.5％以内 （水田のほ場整備 50％以内、強靭化対

策・省エネ対策 55％以内） 

山間急傾斜地帯指定地域で行うもので、区画整理、農地造成、用排水施設、 

暗渠排水、客土、農道等 

(３)土地改良施設緊急補修型：事業費の 25.0％以内 

  土地改良施設の緊急補修（災害以外の原因による） 

(４)ため池整備型：事業費の 50.0％以内 

  ため池施設の新設、改良 

 (５)防災安全施設型：事業費の 50.0％以内 

   安全施設の新設、更新、補修費 

 (６)防災減災施設型：事業費の 50.0％以内 

   湛水防除施設の小規模な補修や耐震化対策等 

 (７)有機農業推進型：事業費の 50.0％以内（山間急傾斜地帯は 55.0％以内） 

   有機農業の取組に必要な区画整理、農地造成、用排水施設、暗渠排水等 

など 

問合せ先 

◆農村計画課 農村総合計画Ｇ TEL：029-301-4155 

◆最寄りの農林事務所 土地改良部門または土地改良事務所 

 農林事務所土地改良部門 土地改良事務所 

県北 （常陸太田）：0294-80-3350 高  萩：0293-22-2379 

県央 （水  戸）：029-221-6636  

鹿行 （鉾  田）：0291-33-4120  

県南 （土  浦）：029-822-5045 稲  敷：029-892-2411 

県西 （筑  西）：0296-24-9246   境  ：0280-87-0822 
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